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国土交通省
九州運輸局トラック中央協議会、トラック地方協議会

トラック協議会の目的

⇒ トラック運送事業者、荷主、行政等の関係者が一体となり、トラック運送業における
取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための具体的な環境整備等を図る
ことを目的。

中央協議会と地方協議会について 中央協議会

●●県

協議会

●●県

協議会

●●県

協議会

⇒ 中央協議会と各都道府県ごとに
地方協議会を設置

トラック中央協議会について
⇒ 平成２７年５月２０日に第１回会
議を開催し、これまで１６回の会議を
開催。

(直近の中央協議会ははR5.3.13に開催)

⇒ 厚生労働省、国土交通省、全日本
トラック協会が共同事務局
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令和６年４月 時間外労働の上限規制のトラック運転手へ適用、改正改善基準告示の適用令和６年４月 時間外労働の上限規制のトラック運転手へ適用、改正改善基準告示の適用

令和２～５年度 各周知活動を実施令和２～５年度 各周知活動を実施
・標準的な運賃の推進、ホワイト物流推進運動の周知、ガイドライン浸透化

令和２年４月 標準的な運賃の公示令和２年４月 標準的な運賃の公示

平成３０年１２月 貨物自動車運送事業法の改正平成３０年１２月 貨物自動車運送事業法の改正

平成３０年７月 働き方改革関連法の成立平成３０年７月 働き方改革関連法の成立

令和元年度 福岡県における検討テーマを決定令和元年度 福岡県における検討テーマを決定
・福岡県における検討テーマを「加工食品」、「農産物」とし、重点的に取組を実施

平成29年度 パイロット事業（実証実験）平成29年度 パイロット事業（実証実験）
・非対面型中継輸送及び２段階中継輸送の実証実験

平成28年度 パイロット事業（実証実験）平成28年度 パイロット事業（実証実験）

・工業製品輸送に係る現状と課題の把握、解決手段の実証実験

平成27年７月 「トラック輸送における取引環境・労働時間改善福岡県地方協議会」 設立平成27年７月 「トラック輸送における取引環境・労働時間改善福岡県地方協議会」 設立
・トラック輸送状況の実態調査、長時間労働の実態調査、荷主ヒアリングの実施

福岡県トラック地方協議会のこれまでの取組
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R3年度取組（ホワイト物流等の周知）

H29年度取組（中継輸送の実証実験）
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2024年4月より、バス・タクシー・トラック運転者の拘束時間や休息期間等の基準を定める「改善基準告示」が改正。

改正する法律・内容 2018年度
（平成30年度）

2019年度
（平成31年度）

2020年度
（令和2年度）

2021年度
（令和3年度）

2022年度
（令和4年度）

2023年度
（令和5年度）

2024年度
（令和6年度）

労働基準法

時間外労働の上限規制
（年720時間）適用

【一般事務】
大企業に
適用

中小企業に
適用

時間外労働の上限規制
（年960時間）適用
【自動車運転業務】

適用

月60時間超の時間外割増賃金率
引上げ（25%→50%）の適用

大企業に
適用

中小企業に
適用

年休5日取得義務化 適用

パートタイム労働法
・労働契約法

同一労働 同一賃金

大企業に
適用

中小企業
に適用

労働者派遣法 適用

労働安全衛生法 管理職の労働時間把握義務化 適用

＜特例＞施行後5年間は現行制度を適用
（改善基準告示により指導）

改正
↓

罰則付き
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「2024年問題」について

1か月の
拘束時間
1日の
休息期間

原則：293時間 最大：320時間

継続８時間

1か月の
拘束時間
1日の
休息期間

原則：284時間 最大：310時間

トラック（改正前） トラック（改正後）

継続11時間を基本とし、継続9時間

働き方改革スケジュール（時間外労働の上限規制（960時間）適用）

「改善基準告示」の改正について

2024年４月より
労働時間上限規制が

トラックドライバーにも
適用
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出典：第３回持続可能な物流の実現に向けた検討会資料（株式会社NX総合研究所）

Ⅱ．営業用トラック運転者の需給の将来予測結果

出典：第３回持続可能な物流の実現に向けた検討会資料（株式会社NX総合研究所）
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2020年度 2025年度 2030年度

需要量 1,053,365人 1,157,763 人 1,184,393人

供給量 1,006,759人 1,012,147人 970,307人

不足 △46,606人 △145,616人 △214,086人

今後の需給予測

「2024年問題」のインパクトについて

出典：フィジカルインターネット・ロードマップ（2022年3月 フィジカルインターネット実現会議）
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「2024年問題」に対する政府の取組について
我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議 持続可能な物流の実現に向けた検討会

・経済産業省・農林水産省・国土交通省が事務局となり、持続可能な
物流の実現に向けて方策を検討。
・令和４年９月から１１回の検討を行い、令和５年８月に最終とりまとめ。

経済産業省・農林水産省・国土交通省の取組
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九州運輸局本日の協議会の構成

～情報提供概要～
●九州運輸局

◇トラックGメン◇標準的な運賃◇ホワイト物流推進運動
◇働きやすい職場認証制度

●福岡労働局
◇改善基準告示の改正◇荷主への要請
◇ベストプラクティス企業の訪問

●九州農政局
◇官民合同タスクフォースの設置◇各地の取組

●九州経済産業局
◇パートナーシップ構築宣言のご紹介◇下請けGメンの制度概要
◇価格交渉促進月間について（価格交渉サポート事業）

●公正取引委員会九州事務所
◇下請法関係（優越的地位の濫用）◇転嫁円滑化施策パッケージ・
労務費ガイドライン

●福岡県トラック協会
◇トラック協会の取組（セミナー開催等）

～来年度の取組の方向性～
①荷主・消費者への広い周知体制の構築
②調査・研究（運転手の労働環境改善に着目したアンケート調査を実施）

～意見交換～
上記、情報提供、来年度の取組を踏まえ以下について、意見交換
・2024年問題に対し各委員がこれまで行ってきたこと（取組事例）
・来年度の取組に関し、各委員が出来ること、連携出来ること
・今後、当協議会で行うべき方策

等
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